
 

8  

昭

和

四

十

八

年

五

月

九

日

提

出 

質

問

第

八

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

地
代
家
賃
統
制
令
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
四
十
八
年
五
月
九
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

中 
村 

梅 

吉 

殿 

 

提 

出 

者 
 

渡 

辺 

武 

三 

 

一 

 



 

一 

建
設
省
は
、
地
代
家
賃
統
制
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
四
三
号
）
第
五
条
に
基
づ
く
昭
和
二
十
七
年
十
二

月
四
日
建
設
省
告
示
第
一
四
一
八
号
を
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
二
十
八
日
同
省
告
示
第
二
一
六
一
号
に
よ
つ
て

一
部
改
正
し
、
同
四
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
こ
れ
を
適
用
し
、
現
在
引
き
続
き
効
力
を
保
持
し
て
い
る
。 

二 

右
告
示
に
よ
る
と
統
制
額
地
代
及
び
家
賃
の
算
定
方
法
（
い
ず
れ
も
一
ヵ
月
）
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

    
地
代
に
つ
い
て
は
、 

純
家
賃
に
つ
い
て
は
、 

地
代
家
賃
統
制
令
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

  
の
各
方
法
で
計
算
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
つ
て
い
る
。
こ
の
計
算
に
し
た
が
う
と
、
現
在
の
よ
う
に
毎
年
評 

 
 

価
額
が
時
価
に
近
づ
け
ら
れ
、
ま
た
、
課
税
標
準
額
も
毎
年
四
割
近
い
上
昇
率
で
上
つ
て
ゆ
く
な
か
で
一
坪 

（
三･

三
㎡
）
当
た
り
一
、
〇
〇
〇
円
以
上
の
地
代
が
出
現
し
、
到
底
一
般
市
民
が
借
地
上
に
居
住
す
る
こ
と
は
不

可
能
と
な
る
。 

家
賃
に
つ
い
て
は
、 

統
制
令
の
適
用
は
制
限
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
算
出
例
が
適
用
除
外
対
象
物
の
地
代
・
家
賃
の
算
出

基
準
と
な
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
、
現
に
裁
判
等
右
計
算
例
に
基
づ
く
請
求
が
い
く
つ
か
出
さ
れ
て
き
て
い 

る
。
そ
し
て
、
右
計
算
の
基
礎
と
な
つ
て
い
る
「
当
該
年
度
の
固
定
資
産
税
標
準
額
」
は
、
改
正
前
と
異
な
り
前

述
の
よ
う
に
毎
年
増
額
さ
れ
て
い
る
の
で
、
物
価
上
昇
に
拍
車
を
か
け
、
こ
の
統
制
令
に
し
た
が
つ
て
増
額
さ 

四 

 



 

三 

い
う
ま
で
も
な
く
、
地
代
家
賃
統
制
令
は
、
昭
和
十
四
年
に
国
家
総
動
員
法
に
よ
る
勅
令
と
し
て
、
戦
時
の

物
価
の
高
騰
、
人
口
の
都
市
集
中
化
に
よ
る
地
代
家
賃
の
暴
騰
を
防
止
す
る
目
的
で
制
定
さ
れ
、
昭
和
十
五
年

の
第
二
次
統
制
令
の
実
施
の
の
ち
、
昭
和
二
十
一
年
に
現
行
統
制
令
が
施
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
二
十

七
年
の
平
和
条
約
の
発
効
に
伴
い
勅
令
の
措
置
を
規
定
し
た
法
律
の
廃
止
に
伴
い
、
廃
止
さ
れ
る
べ
き
と
こ 

ろ
、
な
お
地
代
家
賃
の
統
制
の
必
要
を
認
め
、
以
後
法
律
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。 

れ
る
に
お
い
て
は
、
借
地
借
家
人
の
生
存
を
お
び
や
か
す
に
至
る
こ
と
は
必
定
で
あ
る
。 

統
制
令
の
立
法
趣
旨
は
、
地
代
家
賃
の
統
制
に
よ
り
、
一
般
物
価
の
高
騰
を
防
止
し
、
国
民
生
活
の
安
定
を

は
か
る
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
、
憲
法
第
二
十
五
条
の
生
存
権
の
保
障
に
み
ら
れ
る
福
祉
国
家
へ
の
指
向

に
則
し
、
特
に
大
都
市
の
住
宅
難
よ
り
生
ず
る
高
額
賃
料
の
重
荷
か
ら
賃
料
規
制
に
よ
る
国
民
の
住
宅
確
保
を

目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
統
制
令
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
統
制
額
が
右
趣
旨
に
そ
う
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
（
同
令
第
一
条
） 
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3 

改
正
は
、
前
述
の
よ
う
な
立
法
趣
旨
か
ら
み
て
、
建
設
大
臣
の
越
権
行
為
と
い
え
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

2 

改
正
に
つ
い
て
は
、
地
主
、
借
地
・
借
家
人
側
の
意
見
を
聴
取
し
た
か
。
も
し
意
見
聴
取
を
し
た
と
す
れ

ば
、
ど
の
よ
う
な
形
で
誰
か
ら
聞
い
た
か
。
聞
か
な
い
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
重
要
な
案
件
に
つ
い

て
事
情
聴
取
を
し
な
か
つ
た
の
か
。 

1 

今
回
の
告
示
第
二
一
六
一
号
を
出
す
に
際
し
、
昭
和
四
十
七
年
度
な
い
し
昭
和
四
十
八
年
度
ま
で
予
定
さ

れ
て
い
る
課
税
標
準
額
に
よ
り
市
街
地
の
地
代
・
家
賃
額
の
試
算
を
さ
れ
た
か
。
そ
の
結
果
と
実
際
の
地
代

家
賃
と
の
比
較
を
さ
れ
た
か
。 

と
こ
ろ
が
さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
右
告
示
に
よ
る
改
正
は
統
制
令
の
実
質
的
撤
廃
に
等
し
く
、
憲
法
第
二
十

五
条
の
趣
旨
に
反
し
、
統
制
令
第
一
条
に
違
反
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
建
設
大
臣
に
は
、
か
よ
う
な

内
容
の
告
示
を
な
す
権
限
は
存
在
し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
関
し
次
の
質
問
を
し
た
い

の
で
、
明
確
か
つ
詳
細
な
回
答
を
承
り
た
い
。 

六 

 



 

 

七 

越
権
で
な
い
と
し
た
ら
そ
の
理
由
を
詳
細
に
知
ら
さ
れ
た
い
。 

4 
い
く
つ
か
の
実
例
を
検
討
し
た
上
、
右
告
示
を
更
に
改
正
す
る
意
図
は
な
い
か
。 

右
質
問
す
る
。 


